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１． 国等の政策動向の整理   

気候変動の問題は、地球上に住む人々にとって避けることのできない喫緊の課題となっている。既に

世界的に、平均気温の上昇、大雨、台風等による被害、農作物や生態系への影響が観測されている。ま

た、数値モデルを活用した気象の観測解析では、地球温暖化の進行により、豪雨や猛暑のリスクがさら

に高まることが予測されている。 

このような事態に対応するため、世界規模で脱炭素の重要性がますます高まっている。脱炭素に向け

た流れは日本でも起こっており、我が国の多くの地域でゼロカーボンシティを宣言する動きが顕著にな

っている。これは、持続可能な未来を築くための重要な一歩であり、地域社会全体が連携し、温室効果

ガスの排出を最小限に抑える取組みが求められている。 

具体的には、従来の化石燃料に依存したエネルギー供給網の再生可能エネルギーへの移行や省エネル

ギー技術の普及、より温室効果ガス排出量の少ない交通手段の改善等、様々な取組みが行われている。

また、政府や企業、市民団体や市民等の間で協力し合い、持続可能な社会を実現するための政策策定や

実施が進められている。 

しかしながら、これらの取組みはさらなる推進と拡大が求められる。特に、気候変動の影響は地球規

模であり、一国や一地域の努力だけでは解決には至らない。国際社会全体が協力し、持続可能な地球環

境を守るための取組みを加速させる必要がある。 

 

 

図 1 脱炭素が日本/地域へ押し寄せる背景 

 

１．１ わが国の取組み 

地球温暖化の深刻化や激甚化する災害の多発等を踏まえ、我が国における地球温暖化対策や脱炭素へ

の取組みの重要性が広く認識されるようになった。2020 年 10 月、第 203 回臨時国会の所信表明演説に

おいて、当時の菅義偉内閣総理大臣が「2050 年までにカーボンニュートラル、つまり脱炭素社会の実現

を目指す」と宣言した。その後、2021 年 4 月の気候変動サミットでは、「2030 年までに、温室効果ガス

排出量を 2013 年度から 46%削減し、さらに省エネや再エネの導入等、あらゆる分野で取組み、50%削減
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を目指す」と表明された。同時に、「政府としては再エネ等脱炭素電源を最大限活用し、企業に投資を

促すための刺激策を講じる」との方針が示され、「国と地域が協力して、2030 年までに全国 100 以上の

地域で脱炭素を目指す」とも述べられた。これらの表明を受け、日本の 2050 年カーボンニュートラル

実現に向けた取組みが一層活発化している。 

 

 

図 2 気候変動サミットにおける菅首相による宣言抜粋と関連動向 

 

１．２ 地方自治体における脱炭素化に向けた取組み 

上述の政府方針を受け、ゼロカーボンシティ宣言を行う自治体は増加の一途をたどっており、東京

都・京都市・横浜市を始めとする 1013 自治体（46 都道府県、570 市、22 特別区、327 町、48 村）が

「2050 年までに CO2排出量実質ゼロ」を表明している（2023 年 12 月 28 日時点）。 
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図 3 ゼロカーボンシティ宣言を行った自治体  

（出典）環境省 2050 年 二酸化炭素排出実質ゼロ表明 自治体、2023 年 

 

１．３ 茨城県の対応 

茨城県のゼロカーボンシティの表明に関する対応 

茨城県は、都道府県で唯一ゼロカーボンシティを宣言していない状況にあるものの、地球温暖化対策

を進めていくことは大変重要であると認識しており、カーボンニュートラルの実現に向けて省エネルギ

ー対策、再生可能エネルギーの導入、技術開発の加速化等の取組みを進めている。 
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図 4 茨城県のゼロカーボンシティの表明に関する対応 

（出典）茨城県 ゼロカーボンシティの表明について 

 

県の実行計画（区域施策編） 

茨城県の地球温暖化対策実行計画（区域施策編）では、2030 年度に 2013 年度比 40%減することを目

標としている。削減目標達成に向け、水素等の利活用も含めた 「再生可能エネルギー等の利用促進に

向けた取組み」 を実施している。 

 

 

図 5 茨城県の区域施策編における削減目標と取組み内容 

県のその他対策 

茨城県では 200 億円の基金を設置し脱炭素に向けた活動を展開していくことや、鹿島コンビナートの

主要立地企業である三菱ケミカルとの戦略的パートナーシップ協定を締結し、「カーボンニュートラル

産業拠点の創出」 に向け取組んでいる。 
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図 6 取組みの三本柱 

（出典）茨城県 いばらきカーボンニュートラル産業拠点創出推進協議会 第 3 回会合、2023 

 

１．４ 広域自治体の取組み：廃棄物と環境を考える協議会 

区域施策編の策定状況 

下図に示す通り、本市長が会長を務める 「廃棄物と環境を考える協議会」 に参加する自治体のう

ち、46 自治体は 「2050 年までに温室効果ガス排出量実質ゼロを目指す」 共同表明を行い、CO2排出の

実質ゼロを目指している。これら関係自治体の取組みも参考にしながら本ビジョンを策定する。 

 

 

図 7 廃棄物と環境を考える協議会所属の自治体の対応状況 

（注釈）赤文字は地球温暖化対策実行計画（区域施策編）を策定している自治体 

 

目標設定状況 

上記の共同声明を行った自治体において地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の策定を行っている

自治体の 2030 年度の目標値を整理した。国と同等（2030 年度に 2013 年度比 46%以上減）の目標を掲げ



7 

 

る自治体は約半数であり、また、一部の自治体は具体的に再生可能エネルギー導入目標を定めている状

況にある。 

 

表 1 区域施策編を策定しており、「共同でゼロカーボン」 を表明した自治体の目標設定状況 

 

  


